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四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第２条 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○四万十町一般職の職員の給与に関する条例 ○四万十町一般職の職員の給与に関する条例 

平成18年３月20日条例第41号 平成18年３月20日条例第41号 

第１条  ～ 第６条  （略） 第１条 ～ 第６条  （略） 

（初任給、昇格、昇給等の基準） （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条        （略） 第７条        （略） 

２ ～ ８      （略） ２ ～ ８      （略） 

９ 法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料

月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

９ 法第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは

第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）の給

料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額

のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

第８条 再任用職員で法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、前条第

９項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例

第３条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第８条 法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、前条第９項の規定に

かかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第３条第２項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第９条 ～ 第30条  （略） 第９条 ～ 第30条  （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第31条        （略） 第31条        （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には100分の

122.5、12月に支給する場合には100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以

前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100

分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額

に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１) ～ (４)   （略） (１) ～ (４)   （略） 

３ ～ ７      （略） ３ ～ ７      （略） 

第32条 ～ 第33条  （略） 第32条 ～ 第33条  （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 
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改正後 改正前 

第34条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６

か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属

する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職

し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、同様と

する。 

第34条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６

か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属

する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職

し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、同様と

する。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支

給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支

給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を加算し

た額に100分の90を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を加算し

た額に、６月に支給する場合には100分の85、12月に支給する場合には100

分の95を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に

100分の42.5を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合には100分の40、12月に支給する場合には100分

の45を乗じて得た額の総額 

２ ～ ５      （略） ２ ～ ５      （略） 

第35条 ～ 第38条  （略） 第36条 ～ 第38条  （略） 

（休職者の給与） （休職者の給与） 

第39条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務

員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項及び第３項に規定する

通勤をいう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28

条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の

期間中、これに給与の全額を支給する。 

第39条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務

員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項及び第３項に規定する

通勤をいう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28

条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の

期間中、これに給与の全額を支給する。 
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 ２ 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当

して休職にされたときは、その休職の期間が満２年に達するまでは、これ

に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給す

ることができる。 

２ 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第２項第１号に掲げる事由

に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、

これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支

給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第28条第２項第１号に掲げる事

由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満１年に達するまで

は、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80

を支給することができる。 

３ 職員が法第28条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの

100分の60以内を支給することができる。 

４ 職員が法第28条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの

100分の60以内を支給することができる。 

４ 法第28条第２項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定

めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給

しない。 

５ 法第28条第２項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定

めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給

しない。 

５ 第２項又は第３項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第31

条第１項に規定する基準日前１か月以内に退職し、若しくは法第16条第１

号に該当して法第28条第４項の規定により失職し、又は死亡したときは、

同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を

支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限り

でない。 

６ 第２項又は第３項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第31

条第１項に規定する基準日前１か月以内に退職し、若しくは法第16条第１

号に該当して法第28条第４項の規定により失職し、又は死亡したときは、

同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を

支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限り

でない。 

６ 法第55条の２第１項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力

を有する間は、いかなる給与も支給しない。 

７ 法第55条の２第１項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力

を有する間は、いかなる給与も支給しない。 

７ 第６項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第32条

及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「前条第１項」

とあるのは、「第39条第６項」と読み替えるものとする。 

８ 第６項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第32条

及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「前条第１項」

とあるのは、「第39条第６項」と読み替えるものとする。 

第40条        （略） 第40条        （略） 

  

 


